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求職活動による認可保育所等の入所期間（教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定）の 

再認定の取扱い終了について 

 

日頃より教育・保育行政の推進につきましてご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 これまで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、求職活動のために認可保育所等を利用

している場合の教育・保育認定期間（保育所等の入所期間）及び施設等利用給付認定期間（幼児教

育無償化の対象期間）について、引き続き求職活動により保育が必要な状況にある場合、再申請す

ることにより、１回に限り再認定する取扱いとしておりましたが、国の通知等を踏まえ、１回目の

給付認定期間が令和５年５月末日までに満了する方までを対象とし、以降は取扱いを終了いたしま

す。 

 

記 

 

１ 求職活動による再認定（延長）について 

 下記に該当する場合、「教育・保育給付認定」及び「施設等利用給付認定」の再認定（延長）

を申請することができます。再認定は１回限りです。 

現在の認定期間が令和５年５月末日までに満了し、求職活動以外の「お子さまが保育を必

要とする理由」で認定を受けることができず、かつ、引き続き求職活動により保育が必要な

状況にある場合。 

 

現在の認定期間 再認定後の認定期間 

令和５年４月末日まで 令和５年７月末日まで（予定） 

令和５年５月末日まで 令和５年８月末日まで（予定） 

令和５年６月以降 再認定はありません 

 

２ 申請方法について 

 再認定を希望する方は、認定期間が終了する月の２０日頃までに下記の書類を子ども育成課又

は在園している園に提出してください。 

【提出書類】 

  求職活動状況調査票（新型コロナウイルス感染症関連） 
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